
国立大学法人東京農工大学期末手当及び勤勉手当に係る役職段階別加算取扱細則を次の

とおり制定する。 
 
  平成１７年 4月２８日 

国立大学法人東京農工大学長 宮 田 清 藏 
 
１７ 経教 細則第９号 
 

国立大学法人東京農工大学期末手当及び勤勉手当に係る役職段階別加算取扱細則 
 
第１条 この細則は、国立大学法人東京農工大学職員給与規程第３８条第２項に定める役

職段階別加算の取扱いについて、必要な事項を定める。 
第２条 教育職俸給表の職務の級５級の職員のうち、１００分の２０の加算割合を受ける

者は、第４条に定める数の枠の範囲内で、次の各号に掲げる者とする。 
一 ノーベル賞、文化勲章、日本学士院賞、日本芸術院賞を受賞した者若しくは文化功

労者に選定された者 
二 国立大学法人東京農工大学組織運営規則に規定する組織及び施設の長で次の各号に

該当する者 
イ 研究部長、教育部長及び研究科長 
ロ 学部長 
ハ 大学教育センター長 
ニ 産官学連携・知的財産センター長 
ホ 図書館長 
ヘ 保健管理センター所長 
ト 学内共同教育研究施設の長 
チ 附属施設の長 

 三 国立大学法人東京農工大学教育研究評議会規程に規定する評議員（前号イからホに

掲げる者を除く。） 
 四 国立大学法人東京農工大学部局組織運営規程に規定する学科長 
 五 前各号に該当する者の合計数（以下この項において「合計数」という。）が第４条に

定める数の枠に満たない場合には、合計数と合わせて第４条に定める数の枠を超えな

い範囲内で、次のいずれか一に該当する者のうちから学長が指定する者 
イ 本学に置く委員会等委員のうち、特に重要な事項を審議する委員会等委員である

者（年４回以上開催することを通例とするものに限る。） 
ロ 教育、研究その他の業績に対して国内外から顕彰された者又は業績、職責等が前

各号に掲げる者と同等であると認められる者 



第３条 教育職俸給表の職務の級４級の職員のうち、１００分の１５の加算割合を受ける

者は、第４条に定める数の枠の範囲内で、次の各号に掲げる者とする。 
一 教授である者 
二 ノーベル賞、文化勲章、日本学士院賞、日本芸術院賞を受賞した者若しくは文化功

労者に選定された者 
三 前条第２号、第３号及び第４号に掲げるもののいずれか一を占める者 
四 前各号に該当する者の合計数（以下この項において「合計数」という。）が第４条に

定める数の枠に満たない場合には、合計数と合わせて第４条に定める数の枠を超えな

い範囲内で、次のいずれか一に該当する者のうちから学長が指定する者 
イ 本学に置く委員会等委員のうち、特に重要な事項を審議する委員会等委員である

者（年４回以上開催することを通例とするものに限る。） 
ロ 教育、研究その他の業績に対して国内外から顕彰された者又は業績、職責等が前

各号に掲げる者と同等であると認められる者 
第４条 前２条における１００分の２０又は１００分の１５の加算割合を受ける者の数は、

それぞれ次に定めるとおりとする。 
一 教育職俸給表５級 
各年度６月１日現在における在職者数に１００分の５０を乗じて得られる数 
二 教育職俸給表４級 
各年度６月１日現在における在職者数に１００分の２５を乗じて得られる数 

２ 前項の結果得られる数については、小数点以下の端数は切り捨てるものとする。 
第５条 教育職俸給表の職務の級２級の職員のうち、各年度６月１日及び１２月１日（以

下「各基準日」という。）現在の経験年数が５年（修士課程修了）以上である者について

は、１００分の５の加算割合を受けるものとする。 
第６条 教育職俸給表の職務の級１級の職員のうち、各基準日現在の経験年数が２０年（大

学４卒）以上である者及び基準日現在の経験年数が１６年（大学４卒）以上である者で

博士の学位を有する者については、１００分の５の加算割合を受けるものとする。 
第７条 医療職俸給表の職務の級２級の職員のうち、各基準日現在の経験年数が１５年（短

大３卒）以上である者については、１００分の５の加算割合を受けるものとする。 
 

附 則 
 この細則は、平成１７年５月１日から施行する。 


